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※一部負担金の割合の判定方法について※

世帯構成

住民税課税所得

総収入の合計額

被保険者が1人の場合

145万円以上

383万円未満は1割（要申請）

383万円以上は3割（※）

被保険者が2人以上の場合

145万円以上の被保険者がいる

520万円未満は1割（要申請）

520万円以上は3割

3割負担となる方

1割負担となる方

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が145万円未満

8月は保険証の定期更新月です

※ご確認ください！

新しい被保険者証の有効期限は

平成30年7月31日

になっています。

8月は保険証の定期更新月です8月は保険証の定期更新月です

　現在、後期高齢者医療制度に加入されている方には、有効期限が「平成29年7月31日」となっているオレ

ンジ色の「後期高齢者医療被保険者証」を、1人に1枚お渡ししています。

　7月中に市町村担当課から、有効期限　平成30年7月31日と記載された新しい被保険者証［紫色］をお届

けします。

　平成29年8月1日から平成30年7月31日までの一部負担金の割合（1割又は3割）は、平成28年中の所

得に基づき、改めて判定します。

　8月1日以降は、古い被保険者証は使えませんので、受診の際は有効期限を確認し、お間違えのないようご

注意ください。

※70歳以上75歳未満の方（後期高齢者医療制度の被保険者以外）がいる場合、その方々との総収入の合計額

が520万円未満の場合は1割（要申請）

平成  30  年  7  月  31  日

臓器提供の意思表示にご協力ください

　新しい被保険者証（有効期限平成30年7月31日）の裏面に、臓器提供意思表示欄が設けられています。

　これは、臓器移植に関する啓発や知識を深めるためです。臓器移植とは、病気や事故により臓器が機能しな

くなった方に他の方の健康な臓器を移植し、機能を回復させる医療です。


